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水田農業営農支援助成金に関するＱ＆Ａ【10.3 時点】 

Ｑ１ 事業の目的は？ 

Ａ１ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、主食用米の価格下落と物価高騰の影響

を受けた市内の米農家に対して、水稲作付けにかかる経費を一部助成することにより、

営農継続を支援するものです。 

 

Ｑ２ 主食用米が対象品目となっているが、種子用米は対象となるのか？ 

Ａ２ 対象となります。 

 

Ｑ３ 水稲生産実施計画書とは？ 

Ａ３ 経営所得安定対策等実施要綱に規定する計画書であり、「営農計画書」ともいいます。

各生産者が、地域における米の生産調整（需要に応じた生産）のため、当該年度の作

付計画を示し協議会に提出するものです。本年度の提出期限は令和５年６月３０日で

した。 

 

Ｑ４ 対象面積は？                      ※１アール＝１００㎡ 

Ａ４ 令和５年度の水稲生産実施計画書に記載している面積から自家消費相当分の１０アー

ル分を除した面積を上限とします。（１アール未満切り捨て） 

 

Ｑ５ 市内に住所を有する生産者とは、いつ時点？ 

Ａ５ 水稲生産実施計画書に記載する住所で確認を行いますので、６月３０日時点となりま

す。対象となる生産者には、１０月下旬に交付申請書等を送付します。 

 

Ｑ６ 水稲生産実施計画書が未提出でも申請できるか？ 

Ａ６ 令和３年度～５年度の３か年分の計画書の提出がない場合は、対象外です。 

 

Ｑ７ 水稲生産実施計画書を提出以降に亡くなった場合は、申請できるか？ 

Ａ７ 亡くなった方では申請できません。 

ただし、死亡者と同一の農家世帯員で市内に住所を有することが確認できた場合、そ

の方で申請できますので、協議会事務局（TEL：983-6350）までお問い合わせください。 

 

Ｑ８ 水稲生産実施計画書の記載面積と実際の作付面積が異なる場合は？ 

Ａ８ 様式第１号の交付申請書に実際の作付面積を記載してください。 

ただし、計画書の記載面積と実際の作付面積のいずれか小さい方の面積から自家消費

相当分の１０アール除した面積が対象となります。 

（例）計画書記載面積１００アール、実際の作付面積９０アールの場合 

   ＜算定方法＞ ９０－１０＝８０アール（対象面積） 

 

Ｑ９ 水稲生産実施計画書の面積変更は可能ですか？ 

Ａ９ 変更はできません。 

実際の作付面積が異なるにはＱ８を参照してください。 

 

Ｑ10 申請方法は？ 

Ａ10 対象者に該当する方は、本協議会から１０月下旬に案内・交付申請書等の関係書類を

送付しますので、案内等に従い、交付申請書に必要書類を添付して、協議会へご提出

ください。 

 



2 

 

 

Ｑ11 交付申請書の誓約事項に誓約できない場合は、申請できるか？ 

Ａ11 誓約事項に誓約できない場合、申請できません。 

 

Ｑ12 主食用米を出荷・販売したことがわかる書類とは？ 

Ａ12 出荷伝票、領収書、納品書など出荷・販売先が確認できる書類となります。 

 

Ｑ13 出荷・販売したことがわかる書類の写しは令和３年産～５年産の３か年分が必要か？ 

Ａ13 令和３年産～５年産の３か年分必要です。 

営農継続支援を目的としているため、継続的に出荷・販売されていることを確認させ

ていただきます。 

※ただし、昨年度申請された方については、令和５年産のみで構いません。 

 

Ｑ14 ＪＡに出荷している場合にも出荷・販売したことがわかる書類が必要か？ 

Ａ14 ＪＡに出荷している場合には、必要ありません。 

様式第１号の交付申請書の「主な出荷・販売先」にＪＡと記載してください。協議会

事務局で出荷・販売実績を確認します。 

 

Ｑ15 出荷・販売したことがわかる書類がない場合でも申請できるか？ 

Ａ15 申請できません。 

紛失した場合は、発行元に再発行が可能かご相談ください。 

 

Ｑ16 振込口座は他人の口座でも良いか？ 

Ａ16 原則、申請者本人の名義の口座となります。 

 

Ｑ18 申請から助成金が支払われるまでの流れは？ 

Ａ18 ＜申請者＞           ＜協議会＞ 

① 交付申請書提出         ② 受理・審査  

④ 受取              ③ 交付決定通知発送  

⑤ 請求書（振込口座）提出      ⑥ 受理・審査  

⑧ 助成金受領           ⑦ 助成金支払（口座へ） 

※交付申請書の提出期限は令和５年１２月１５日（金）までとなります。 

 


